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重要事項説明書 

＜令和 7 年 5 月 1 日現在＞  

１ 訪問介護事業者（法人）の概要  

名称・法人種別  有限会社 康福    営利法人 

代 表 者 名 高 陽 

所在地・連絡先 

（住所）京都市伏見区向島四ツ谷池14-10 

（電話） ０７５－６３２－８４３４ 

（FAX） ０７５－６３２－８４３５ 

２ 事業所の概要  

（１）事業所名称及び事業所番号  

事業所名  こうふく介護サービス 

 

所在地・連絡先  

（住所）京都市伏見区向島四ツ谷池 14-10 

（電話） ０７５－６３２－８４３４  （FAX） ０７５－６３２－８４３５ 

事業所番号 ・訪問介護及び介護型ヘルプサービス：2670901343 

・生活支援型ヘルプサービス：26A0900470 

 管理者の氏名 高 陽  

（２）事業所の職員体制  

ア 訪問介護サービス、介護型ヘルプサービス 

従業者の職種  
人数  

（人） 

区分  常勤換算後の人

数（人） 

職務の内容 

 常勤(人) 非常勤(人) 

管理者 1 1   従業員と業務の管理  

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者  3 3  3 サービス提供総合管理 

訪 

問 

介 

護 

員 

介護福祉士 7 3 4 

4.5 

訪問介護、介護型ヘルプサービスの

提供（身体介護、生活援助） 

介護職員基礎

研修修了者 
   

１級ヘルパー    

２級ヘルパー 17 1 16 

イ 生活支援型ヘルプサービス 

従業者の職種 
人数  

（人）  

区分  常勤換算後

の人数（人） 
職務の内容 

常勤(人) 非常勤(人) 

管理者（※１） 1 1   従業員と業務の管理  

訪問事業責任者(※２) 3 3  3 サービス提供総合管理 

訪問介護員（※３） 17 1 16 4.5 生活支援型ヘルプサービスの提供 

※１ アの管理者が兼務 

※２ アのサービス提供責任者が兼務 

※３ アの訪問介護員が兼務 

（３）事業の実施地域  

事業の実施地域  京都市伏見区 

（４）営業日・営業時間 ・緊急連絡先 

営業日  営業時間  

平日  午前８：３０～午後５：３０ 

営業しない日  土曜日・日曜日、８月１３日～８月１５日、１２月３０日～１月３日 

緊急連絡先 ☎ 090-9918-8147（営業時間外） 
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３ サービスの内容  

  種類 内容・手順  

１ 身体介護 

食事介助 準備、配膳、食事介助、片付け、見守り 

入浴介助 お風呂の準備、衣服脱着の手伝い、洗身、見守り 

排泄介助 トイレへの移動、ズボンの脱着、後始末、オムツ交換 

体位変換 寝返り、起き上がり介助、見守り 

更衣介助 衣服交換の介助、見守り 

２ 生活援助 

買 物 買物代行 

調 理 食事の用意、片づけ 

掃 除 部屋の片づけ、掃除、ゴミ出し 

洗 濯 洗濯、干しだし、整理 

４ 費用 

（１）介護保険サービス（「介護型ヘルプサービス・生活支援型ヘルプサービス」を含む）所得により料金表の利用

料金の１割～3 割が利用者様の負担額となります。 

【料 金 表】 

＜訪問介護＞ 

・ 下記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の訪問介護 

サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。 

サービス 

内容 
１回あたりの所要時間 サービス利用料金 

利用者負担額 

（１割の場合） 

利用者負担額 

（2割の場合） 

利用者負担額 

（3割の場合） 

身体介護

が中心で

ある場合 

２０分未満 １，７４４円 １７４円 ３４８円 ５２３円 

２０分以上３０分未満 ２，６１０円 ２６１円 ５２２円 ７８３円 

３０分以上１時間未満 ４，１４０円 ４２４円 ８４７円 １，２７１円 

１時間半以上２時間未満 ６，０６６円 ６０６円 １，２１３円 １，８１９円 

２時間以上 

6066円に30分を増

すごとに877円を加

算 

606円に30分を

増すごとに87円

を加算 

1,213円に30分

を増すごとに175

円を加算 

1,819円に30分

を増すごとに263

円を加算 

身体介護

に引き続き

生活援助を

行う場合 

20分以上45分未満 ６９５円を加算 ６９円を加算 １３９円を加算 ２０８円を加算 

45分以上70分未満 １，３９１円を加算 １３９円を加算 ２７８円を加算 ４１７円を加算 

70分以上 ２，０８６円を加算 ２０８円を加算 ４１７円を加算 ６２５円を加算 

生活支援

が中心であ

る場合 

４５分未満 １，９１５円 １９１円 ３８３円 ５７４円 

４５分以上 ２，３５４円 ２３５円 ４７０円 ７０６円 

夜間（午後６時から午後１０時）・ 

早朝(午前６時から午前８時）の加算  
上記の額に１回につき２５％加算します。 

深夜（午後１０時から午前６時）の加算  上記の額に１回につき５０％加算します。 

高齢者虐待防止措置未実施減算 上記の訪問介護費に対して-1% 

業務継続計画未策定減算 上記の訪問介護費に対して-1% 
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(その他加算) 

初回加算※1 2,140 円/月 （1 割負担は 214 円、2 割負担は 428 円、3 割負担 642 円） 

緊急時訪問介護加算※2 1,070 円/回 （1 割負担は 107 円、2 割負担は 214 円、3 割負担 321 円） 

生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1,070 円/月 （1 割負担は 107 円、2 割負担は 214 円、3 割負担 321 円） 

生活機能向上連携加算(Ⅱ) 2,140 円/月 （1 割負担は 214 円、2 割負担は 428 円、3 割負担 642 円） 

認知症専門ケア加算(Ⅰ)  ３２円/日   （1 割負担は 3 円、2 割負担は 6 円、3 割負担 10 円） 

認知症専門ケア加算(Ⅱ)  ４３円/日   （1 割負担は 4 円、2 割負担は 9 円、3 割負担 13 円） 

口腔連携強化加算 
５３５円/回（1 月に 1 回を限度） 

         （1 割負担は 53 円、2 割負担は 107 円、3 割負担 160 円） 

特定事業所加算Ⅰ 所定単位数の 20％を加算 

特定事業所加算Ⅱ 所定単位数の 10％を加算 

特定事業所加算Ⅲ 所定単位数の 10％を加算 

特定事業所加算Ⅳ 所定単位数の 3％を加算 

特定事業所加算 V 所定単位数の 3％を加算 （Ⅰ～Ⅳと併算定可） 

※１ 初回利用時もしくは前 2 カ月にサービス利用が無く再開された時にご負担いただきます。 

※2 訪問介護サービス計画に位置付けされていない身体介護を中心としたサービスを、ご利用者又はその家族

から要請を受けて 24 時間以内に行った場合にご負担いただきます。 

＜介護型ヘルプサービス＞ 

サービスの内容 

【身体介護、又は身体介護と 

併せて利用する生活援助】 

サービス 

利用料金 

利用者負担額

（１割の場合） 

利用者負担額

（2割の場合） 

利用者負担額

（3割の場合） 

介護型ヘルプ 

サービス費Ⅰ 
週１回程度 １２，５８３円/月 １，２５８円/月 ２，５１７円/月 ３，７７５円/月 

介護型ヘルプ 

サービス費Ⅱ 
週２回程度 ２５，１３４円/月 ２，５１３円/月 ５，０２７円/月 ７，５４０円/月 

介護型ヘルプ 

サービス費Ⅲ 

週２回超 

（要支援２） 
３９，８７９円/月 ３，９８８円/月 ７，９７６円/月 １１，９６４円/月 

介護型ヘルプ 

サービス費Ⅳ 

複数種類利用 

の場合 
３，０７０円/回 ３０７円/回 ６１４円/回 ９２１円/回 

 

＜生活支援型ヘルプサービス＞ 

サービスの内容 

【生活援助】 

サービス 

利用料金 

利用者負担額

〈１割の場合〉 

利用者負担額

〈２割の場合〉 

利用者負担額〈３

割の場合〉 

生活支援型ヘルプ 

サービス費Ⅰ 
週１回程度 １０，５６１円/月 １，０５６円/月 ２，１１２円/月 ３，１６８円/月 

生活支援型ヘルプ 

サービス費Ⅱ 
週２回程度 ２１，１００円/月 ２，１１０円/月 ４，２２０円/月 ６，３３０円/月 

生活支援型ヘルプ 

サービス費Ⅲ 

週２回超 

（要支援２） 
３３，４８０円/月 ３，３４８円/月 ６，６９６円/月 １０，０４４円/月 

生活支援型ヘルプ 

サービス費Ⅳ 

複数種類利用 

の場合 
２，３５４円/回 ２３５円/回 ４７０円/回 ７０６円/回 
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〈加算〉（介護型ヘルプサービス、生活支援型ヘルプサービス共通） 

高齢者虐待防止措置未実施減算 上記のサービス費に対して-1% 

初回加算※1 2,140 円/月 （1 割負担は 214 円、2 割負担は 428 円、3 割負担 642 円） 

生活機能向上連携加算 1,070 円/回 （1 割負担は 107 円、2 割負担は 214 円、3 割負担 321 円） 

口腔連携強化加算 ５３５円/月 （1 割負担は 53 円、2 割負担は 107 円、3 割負担 160 円） 

※１ 初回利用時もしくは前 2 カ月にサービス利用が無く再開された時にご負担いただきます。 

 

＜処遇改善等加算＞（訪問介護、介護型ヘルプサービス、生活支援型ヘルプサービス共通） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 24.5％を加算します 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 22.4％を加算します 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の 18.2％を加算します 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数の 14.5%を加算します 

＜注意事項＞ 

ア サービスの料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の訪問介護

サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。 

イ 介護保険サービスにおいて、法律等により定められた利用限度額を超えたサービス利用に係る利用料金は、

当事業者が別に設定したものとなり、全額が利用者様の自己負担となります。御相談のうえ、御利用ください。 

ウ 利用者様が保険料を滞納されているなどの理由により、当事業所に対して介護保険サービスに係る給付等が

行われない場合、1 箇月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサ

ービス提供証明書と領収証を発行します。  

エ 訪問介護において、利用者様の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者様又はその家族等の

同意を得て、訪問介護員が 2 人で訪問する場合は、2 人分の料金となります。 

（２）交通費 

ア ２の（３）に記載している通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。  

イ 通常の事業の実施地域以外の地域にお住まいの方は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機

関を利用した実費が必要となります。 

（３）介護保険以外のサービス 

サービス区分 30 分未満 30 分以上１持間未満 以降 30 分毎に 

身体介護  ２，０００円       ４，０００円       ２，０００円 

生活支援・通院同行  １，０００円       ２，０００円       １，０００円 

身体介護・生活支援  ２，０００円       ３，０００円       ２，０００円 

※ １回のサービスにつき交通費として別途２００円を頂くこととします。(介護保険サービスと合わせて利用の場合、

交通費はありません) 

※ また利用内容によっては、別途料金設定させていただく場合があります。 

（４）その他の費用 

サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、お客様の負担となります。 

（５）キャンセル料 

利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。 

ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 

月額定額料金のサービス利用料金については、キャンセル料は発生しません。 

サービスを中止される場合は、必ず前日までにご連絡くださいます様お願いいたします。前日１７時までのキャン

セル料は無料です。 

ご連絡ない場合や当日キャンセルの場合は、キャンセル料 1,000 円を請求させて頂きます。
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（６）利用料等のお支払方法 

毎月、15 日までに前月分の請求をいたしますので、28 日までに以下の方法によりお支払いください（口座引き落

としの場合は、27 日にお引き落しいたします）。なお、入金確認（お支払い）後、領収証を発行します。 

支払い方法 支払い要件等 

銀行振り込み 

次の口座にお振込みください。 

＜振込先口座＞ 

京都銀行向島支店 

普通預金口座（口座番号３４２８２９１） 

口座名義 有限会社康福 代表取締役高陽 

口座引き落とし 

御指定の口座から引き落としいたします。 

１ヶ月ごとに計算し翌月中旬までにご請求いたします。引落とし予定日は 

翌月の２７日となります。入金確認後、領収証を発行します。 

 

５ 事業所の特色等 

（１）事業の目的 

事業所の訪問介護員等が、要介護、要支援状態（事業対象者を含む）にある利用者に対し、利用者の意思及

び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切なサービス提供することを目的とする。 

（２）運営方針 

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配

慮して、訪問介護計画または個別サービス計画書（以下「計画書」という）を作成し、計画に沿って、身体介護そ

の他の生活全般にわたる援助を行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持

又は向上を目指す。 

事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、居宅支援事業者、地域包括センター及び

他の居宅並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的な

サービスの提供に努めるものとする。 

（３）その他 

事項  内容  

訪問介護（介護型ヘルプサービス／生活

支援型ヘルプサービス）計画の作成及び

事後評価 

担当のサービス提供責任者（訪問事業責任者）が、利用者様の直面

している課題等及び利用者様の希望を踏まえて、計画書を作成しま

す。 また、サービス提供の目標の達成状況等を評価します。 

従業員研修  年1回以上、研修を行っています。 
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６ サービス内容に関する苦情等相談窓口 

当事業所お客様相談窓口 

窓口責任者  高 陽  

ご利用時間  午前8：30～午後5：30  

ご利用方法  電話（075-632-8434）  

         面接（当事業所相談室）  

           苦情箱（当事業所郵便ポストに設置） 

京都府国民健康保険団体連合会 
受付時間：平日 ９：００～１７：００ 

電話番号：０７５－３２６－４９０１ 

京都市伏見区役所福祉保 健 福  

セ ン タ ー 健 康 長 寿 推 進 課  

受付時間：平日 ９：００～１７：００ 

電話番号：０７５－６１１－２２７９ 

京都市伏見区深草支所保 健 福 祉  

セ ン タ ー 健 康 長 寿 推 進 課  
受付時間：平日 ９：００～１７：００ 

電話番号：０７５－６４２－３６０３ 

京都市伏見区醍醐支所保 健 福 祉  

セ ン タ ー 健 康 長 寿 推 進 課  

受付時間：平日 ９：００～１７：００ 

電話番号：０７５－５７１－６４７１ 

宇治市健康福祉部介護保険課 
受付時間：平日 ９：００～１７：００ 

電話番号：０７７４－２２－３１４１ 

 

７ 緊急時及び事故発生時等における対応方法 

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡先（御家

族等）、担当居宅介護支援事業者又は担当地域包括支援センター等へ連絡をするとともに必要な措置を講じま

す。 

また、サービス提供中に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に加え、京都市、市町村、当

該利用者様の御家族及び当該利用者様に係る居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター等に連絡を行

います。賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行います。 

主治医 

病院名及び所在地   

氏名   

電話番号   

緊急時連絡先（家族等） 

氏名（続柄）                           （      ） 

住 所  

電話番号   
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８ 秘密の保持と個人情報の保護取扱い 

⑴ 利用者様、その御家族に関する秘密の保持について、当事業所はサービスを提供するうえで知り得た、利

用者様及びその御家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密保持義務は、契約

終了後も継続します。 

⑵ 個人情報の保護について当事業所は、利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会

議、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者との連絡調整等において、利用者様の個人情報を用

いません。また、利用者様の御家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会

議、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者との連絡調整等において利用者様の御家族の個人情

報を用いません。 

⑶ 当事業所は、利用者様とその御家族に関する個人情報が含まれる記録物については、注意をもって管理

し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止します。 

 

９ 第三者による評価の実施 

第三者による評価の実施 

１ あり 

実施日  

評価機関名  

結果の開示 １ あり   ２ なし 

 

２  

 

10 お客様へのお願い 

サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

 

平成２３年７月１５日新規制定 平成２３年９月６日一部改定  平成２４年４月１日一部改定   

平成２５年１月１日一部改定  平成２５年４月１日一部改定  平成２６年４月１日一部改定 

平成２６年６月１日一部改定  平成２７年４月１日一部改定  平成２７年７月１日一部改定   

平成２７年８月１日一部改定  平成２８年１月１日一部改定  平成２９年５月１日一部改定 

平成２９年８月１日一部改定  平成３０年４月１日一部改定  平成３０年８月１日一部改定 

平成３１年４月１日一部改定  令和１年１０月１日一部改定  令和３年４月１日一部改定 

令和４年４月１日一部改定   令和４年１０月１日一部改定  令和６年４月１日一部改定 

令和６年１１月５日一部改定  令和７年５月１日一部改定  

なし 
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当事業者はサービスの利用に当たり、利用者に対して重要事項説明書を交付の上、訪問介護

（介護型ヘルプサービス・生活支援型ヘルプサービス）のサービス内容及び重要事項の説明を行い

ました。 

  

 説明年月日：令和   年   月   日  

 

    事業者 

住 所：京都市伏見区向島四ツ谷池 14-10 

事業者（法人名）：有限会社康福 

代表者名：高  陽              印 

施設名：こうふく介護サービス 

管理者：高 陽                        

                   

 

    説明者                

 職 名   サービス提供責任者 

 氏 名                       印  

 

  私は、重要事項説明書に基づいて訪問介護（介護型ヘルプサービス・生活支援型ヘルプサービ

ス）のサービス内容及び重要事項の説明を受け、その内容に同意の上、本書面を受領しました 

＜利用者本人 ＞ 

 住所   

 

         氏名                                     印  

  

利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、私が利

用者に代わって、その署名を代筆しました。 

＜署名代筆者＞  

    住所 

                           

氏名                             印 

続柄 


